
 
新おおた重点プログラムの策定について 

 

１ 概要 

区は新型コロナウイルス感染症拡大という難局を克服するための対策や、大規模自然災害への対策

に迅速に取り組むとともに、従前からの重大なテーマである、少子高齢化への対応、公共施設の維持更

新、重要な成長戦略となる社会資本の整備も見据えた施策展開に取り組んでいく必要がある。 

区は、こうした重点的な施策の財政需要に応えるために、事務事業の見直しを進め、喫緊の課題であ

る、感染症対策、大規模自然災害対策、生活支援策、経済活動支援策、学びの保障・子どもの生活応

援及び新たな自治体経営へのシフトを柱とする新おおた重点プログラムを策定し、着実な行政運営を推

進する。 

 

２ 計画の構成 

喫緊の課題にスピード重視で対応する必要がある一方で、事態が収束しない中にあっても、ウィズコロ

ナという視点を持って、社会情勢の変化やニューノーマルに対応した施策展開を図っていく必要がある

ことから、時期を分けて２段階で策定する。 

  

 

３ 計画の柱と緊急対策 

柱 1 感染症対策 

1 医療機関等における感染症対策への支援 2 区民を感染症から守るための対策 

柱 2 大規模自然災害対策 

1 本部体制の強化と情報発信 3 地域防災機能の強化 

2 避難所等の充実 4 治水対策の推進 

柱 3 生活支援策 

1 相談・支援体制の強化 2 日常生活を維持するための経済支援 

柱 4 経済活動支援策 

1 地域の産業を支える取組 2 着実な経済回復に向けた取組 

柱 5 学びの保障・子どもの生活応援 

1 いつでもどこでも質の高い学びを提供できる環境の整備 3 こども及び子育て家庭の生活支援 

2 安全で安心な学びの確保   

柱 6 新たな自治体経営へのシフト 

1 経営改革の推進 2 情報化の推進 
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